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Ｑ． 

 ベトナムでの建設事業への参加について招聘を受けています。現地法人を設

立せずに参加できると聞いているのですが、どのような規制や手続きがあるの

か教えてください。 

Ａ 

 ベトナムの建設事業への参加するためには、建設許可書を取得したうえでプ

ロジェクトオフィスを開設する必要があります。税務上の問題も複雑なことか

ら、事前に専門家へ相談されることをお勧めします。 

 

 

 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

 続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/103420210930_Vietnam_ConstructionProject.pdf

